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柿崎ふれんどり～ホームうらはま 

「指定共同生活援助事業（介護サービス包括型）」利用料金 

（重要事項説明書別紙） 

（令和３年４月１日） 

１、訓練等給付費対象サービスの料金 

お支払いいただく負担金は、原則として次の料金の１割の額です。ただし、利用者の収入等に 

応じて決定された上限額を超えてご負担いただくことはありません。 

（１）基本料金 

給付費名称 障害支援区分 
利用料金 

(１日につき) 
利用者負担金 

共同生活援助サービス費

（Ⅱ） 

世話人の配置（5:1以上） 

区分１以下 １，９８０円 １９８円 

区分２ ２，４３０円 ２４３円 

区分３ ３，３１０円 ３３１円 

区分４ ４，２１０円 ４２１円 

区分５ ５，０００円 ５００円 

区分６ ６，１６０円 ６１６円 

共同生活援助サービス費

（Ⅳ） 

（体験利用） 

区分１以下 ２，７２０円 ２７２円 

区分２ ３，２２０円 ３２２円 

区分３ ４，１１０円 ４１１円 

区分４ ５，０１０円 ５０１円 

区分５ ５，８２０円 ５８２円 

区分６ ６，９７０円 ６９７円 
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（２）加算料金 

 以下の要件を満たす場合、上記基本料金に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加 算 の 要 件 加 算 額 利用者負担金 

福祉専門職員 

配置等加算 

(Ⅰ) 

常勤の世話人又は生活支援員のうち、社会福

祉士・介護福祉士・精神保健福祉士又は公認

心理師の資格保有者が 

３５％以上雇用されている場合 

(１日につき) 

１００円 

 

１０円 

夜間支援等 

体制加算(Ⅱ) 

夜間の連絡･支援体制について、宿直を行う夜

間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間

及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の

巡回や緊急時の支援等を提供できる場合 

（夜間支援対象利用者５人） 

(１日につき) 

９００円 

 

９０円 

日中支援加算

(Ⅰ) 

６５歳以上又は障害支援区分４以上の障害者

であって、日中を共同生活住居の外で過ごす

ことが困難な利用者に対して必要な支援を行

った場合 

（ただし、指定共同生活援助事業所にあって

は、日曜日、土曜日、祝日に支援を行った場

合については、算定しない） 

(該当者) 

（１日につき) 

日中支援対象 

利用者１人 

５，３９０円 

５３９円 

（日中支援対象 

利用者２人以上） 

（１人当たり） 

２，７００円 

２７０円 
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日中支援加算

(Ⅱ) 

日中活動サービスの支給決定を受けている利

用者、地域活動支援センター、介護保険法の

通所介護・通所リハビリテーション、精神科

ショート・ケア等の利用者又は就労している

利用者が、心身の状況等により当該サービス

等を利用できない期間が月に３日以上ある場

合であって、昼間に必要な支援を行った場合 

(該当者) 

（１日につき) 

区分４、５、６ 

（日中支援対象 

利用者１人） 

５，３９０円 

５３９円 

（日中支援対象 

利用者２人以上） 

（１人当たり） 

２，７００円 

２７０円 

(該当者) 

（１日につき) 

区分３以下 

（日中支援対象 

利用者１人） 

２，７００円 

２７０円 

（日中支援対象 

利用者２人以上） 

（１人当たり） 

１，３５０円 

１３５円 

自立生活支援

加算 

居宅における単身等での生活が可能であると

見込まれる利用者の退居に先立って、当該利

用者に対して、退居後の居住の場の確保、在

宅サービスの連絡調整等を行った場合  

（入居中２回、退居後１回を限度） 

（該当者） 

（１回） 

５，０００円 

５００円 

入院時支援特

別加算 

家族等から入院に係る支援を受けることが困

難な利用者が病院又は診療所への入院を要し

た場合に、事業所の職員が、共同生活援助計

画に基づき、病院又は診療所を訪問し、病院

又は診療所との連絡調整及び被服等の準備そ

の他の日常生活上の支援を行った場合 

１月の入院日数の合計数（入院の初日と最終

日を除く）に応じ算定 

（１月１回を限度） 

(該当者) 

入院日数が３日

以上７日未満 

（１回） 

５，６１０円 

５６１円 

(該当者) 

入院日数が７日

以上（１回） 

１１，２２０円 

１，１２２円 
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長期入院時支

援特別加算 

家族等から入院に係る支援を受けることが困

難な利用者が病院又は診療所への入院を要し

た場合に、事業所の職員が、共同生活援助計

画に基づき、病院又は診療所を概ね週に１回

以上訪問し、病院又は診療所との連絡調整及

び被服等の準備その他の日常生活上の支援を

行った場合 

１月の入院日数（入院の初日と最終日を除

く）が３日以上 

（入院の初日から３ヶ月に限る） 

※入院時支援特別加算が算定される月は算定

しない。 

（該当者） 

（１日につき） 

１，２２０円 

１２２円 

帰宅時支援 

加算 

利用者が共同生活援助計画に基づき、家族等

の居宅等において外泊した場合、 

帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の

確保等の支援を行った場合 

１月における外泊日数（外泊の初日と最終日

を除く）に応じ算定 

（月１回を限度） 

(該当者) 

外泊日数が３日

以上７日未満 

（１回） 

１，８７０円 

１８７円 

(該当者) 

外泊日数が７日 

以上（１回） 

３，７４０円 

 

３７４円 

長期帰宅時支

援加算 

利用者が共同生活援助計画に基づき、家族等

の居宅等において長期間外泊した場合、帰省

に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保

等の支援を行った場合 

１月の外泊日数（外泊の初日と最終日を除

く）が３日以上 

（外泊の初日から３ヶ月に限る） 

※帰宅時支援特別加算が算定される期間は算

定しない。 

(該当者) 

（１日につき） 

４００円 

４０円 

地域生活移行

個別支援特別

加算 

厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして都道府県知事に届出た事業者

が、厚生労働大臣が定める者に対して、特別

な支援に対応した共同生活援助計画に基づ

き、地域生活のための相談支援や個別の支援

を行った場合 

（利用開始から３年以内で必要と認められる期間） 

(該当者) 

(１日につき) 

６，７００円 

６７０円 
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精神障害者地

域移行特別 

加算 

都道府県知事に届出た事業所において、精神

科病院等に１年以上入院していた精神障害者

であって退院してから１年以内のものに対

し、共同生活援助計画等を作成するととも

に、地域で生活するために必要な相談援助や

個別の支援等を行った場合 

※地域生活移行個別支援特別加算を算定して

いる場合は算定しない。 

（該当者） 

（１日につき） 

３，０００円 

３００円 

強度行動障害

者地域移行特

別加算 

厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい

るものとして都道府県知事に届出た事業所に

おいて、障害児者支援施設に１年以上入所し

ていた厚生労働大臣が定める基準に適合する

利用者に対し、共同生活援助計画に基づき、

地域で生活するために必要な相談援助や個別

の支援を行った場合 

※重度障害者支援加算を算定している場合は

算定しない。 

（該当者） 

（１日につき） 

３，０００円 

３００円 

通勤者生活支

援加算 

一般の事業所で就労する利用者が 50％以上を

占めるとして都道府県知事に届出た事業所に

おいて、利用者の自活に向けた支援の質の向

上を図るため、主に日中において、職場での

対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理に

ついての指導等、日常生活上の支援を行って

いる場合 

（１日につき） 

１８０円 
１８円 

福祉・介護職 

員処遇改善 

加算（Ⅰ） 

厚生労働省が定める基準に適合している福祉

・介護職員の賃金の改善等を実施しているも

のとして都道府県知事に届け出た場合（１月

につき） 

所定単位 

（基本料金、加

算・減算料金含

む）×８．６％ 

左記額の 1割 

福祉・介護職

員等特定処遇

改善加算

（Ⅰ） 

厚生労働省が定める基準に適合している福祉

・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善

等を実施しているものとして都道府県知事に

届け出た場合 

（１月につき） 

所定単位 

（基本料金、加

算・減算料金含

む）×１．９％ 

左記額の 1割 

※上記の基本料金、加算料金は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合

は、基本料金、加算料金も自動的に改訂されます。その場合、事前に新しい基本料金、加算料金を

書面でお知らせします。 

※新型コロナウイルス感染症の特例措置により、令和 3 年 9 月まで基本報酬が 0.1％上乗せとなります。 
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（３）減算 以下の要件に該当する場合、上記の基本料金から減算されます。 

減算の種類 減算の要件 減算額 

個別支援計画未作成 

減算 

共同生活援助計画が作成されずにサービス提供が行

われていた場合 

(一)減算が適用される月から２ヶ月目まで 

上記基本料金の 

７０％を算定 

(二)減算が適用される月から３ヶ月目以降  
上記基本料金の

５０％を算定 

身体拘束廃止未実施 

減算 

①身体拘束に係る記録をしていない場合 

②身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員

会の定期的な開催や、会議の結果を従業者に周知し

ていない場合 

③身体拘束等の適正化の指針を整備していない場合 

④身体拘束等の適正化のための研修を実施していな

い場合 

利用者全員につ

いて 

（１日につき） 

５０円減算 

 

（４）利用者負担の軽減について 

 １ヶ月あたりのサービス利用にかかる「利用者負担金」は、所得（世帯の収入状況）に応じて 

下表のとおり月額上限額が設定されており、利用されたサービス量にかかわらず、障害福祉サー 

ビス受給者証に記載されている負担額を超えない額となります。 

収入等の段階区分 利用者負担上限額 

生活保護に属する方 ０円 

市民税非課税の方 ０円 

市民税課税の方 ３７，２００円 

※ 上限額の算定における世帯の範囲・・・１８歳以上の利用者：本人及び配偶者 

 

２、訓練等給付費対象外のサービス利用料金 

（１）月額定額料金 

種    類 金 額 備 考 

家 賃 月額 １８，０００円  

水道光熱費 月額 １１，５００円 水道、電気、ガス代 

食材料費 月額 ２１，０００円 （朝食３００円＋夕食４００円）×３０日 

消耗品・業務委

託・保守点検費 
月額  ６，０００円 

洗濯洗剤等共用部分の消耗品費 

建築物点検、非常災害設備点検、建物維持管理 

合 計 月額 ５６，５００円  

（２）実費負担料金 

土、日、祝日の 

昼食費 
実 費 希望者 

その他 実 費 

日常生活において通常必要となるものに係る費

用（日用品、保健衛生品、教養娯楽費、町内会

費等） 

複写物の交付 実 費 
利用者のサービスに関わる記録の複写物を交付

した場合 

 


